
別 紙 

1 

松江市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

１.～３．略 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］（２）①略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

●事業名 

旧日銀松江匠工房（カラコ

ロ工房）整備事業 

●事業内容 

旧日本銀行松江支店とし

て昭和初期に建てられた

歴史的建造物としての価

値を継承しつつ、施設の更

なる魅力向上のため「カラ

コロ工房新活用基本構想」

をもとに施設のリノベー

ションを図る。 

●実施時期 

令和5年度～令和6年度 

松江市 【位置付け】 

新たなカラコロ工房は、昼のラ

ンチ時やナイトタイムも楽しめ

る場所としての活用や松江に馴

染みのある食材などを揃えた

「マルシェ」のような賑わい、

お茶や和菓子、陶芸などのもの

づくり体験ができる場所として

の活用などを図ることで、中心

市街地の回遊性と賑わいを創出

する役割を担っていく。 

【必要性】 

これらのことから、歴史・文化

資源を活かした観光振興・交流

の拡大につながり、「宿泊客数」

の増加に寄与するため。 

●支援措置 

デジタル田園

都市国家構想

交付金 

●実施時期 

令和 5年度～令

和 6年度 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

●事業名 

湖畔公園再整備事業 

●事業内容 

湖畔公園の再整備事業 

●実施時期 

令和元年度～ 

松江市 宍道湖岸や松江しんじ湖温泉

等の立地特性を踏まえ、公園の

将来の利用形態を見据えた再整

備を行うことで、水辺や市街地

の賑わいを創出していく。 

 このことから、水辺空間の活

用などによるまちなかの賑わい

づくりという目標を達成するた

めに必要な事業である。 

【支援措置】 

防災・安全交付

金（都市公園・

緑地等事業） 

【実施時期】 

令和 5年度～令

和 6年度 

 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 （略） （略） （略） （略） 

１.～３．略 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地 

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］（２）①略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（４）から移設  

 

 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（４）から移設  

 

 

 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 （略） （略） （略） （略） 
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大橋川周辺まちづくり事

業（白潟地区計画策定） 

（略） 

（３）へ移設     

●事業名 

景観計画促進整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②へ移設   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

５．～８.略 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

開催日 内容 

令和６年５月３０日 松江市中心市街地活性化協議会 総会 

・３期中心市街地活性化基本計画の変更について 

・令和５年度中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

・令和５年度事業報告（案）・収支決算（案）について 

・令和６年度事業計画（案）・収支予算（案）について 

・松江市中心市街地活性化ソフト事業補助金（案）について 

大橋川周辺まちづくり事

業（白潟地区計画策定） 

（略） 

●事業名 

湖畔公園再整備事業 

●事業内容 

湖畔公園の再整備事業 

●実施時期 

令和元年度～ 

松江市  宍道湖岸や松江しんじ湖温泉

等の立地特性を踏まえ、公園の

将来の利用形態を見据えた再整

備を行うことで、水辺や市街地

の賑わいを創出していく。 

 このことから、水辺空間の活

用などによるまちなかの賑わい

づくりという目標を達成するた

めに必要な事業である。 

  

●事業名 

景観計画促進整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

旧日銀松江匠工房（カラコ

ロ工房）整備事業 

●事業内容 

旧日本銀行松江支店とし

て昭和初期に建てられた

歴史的建造物としての価

値を継承しつつ、施設の更

なる魅力向上のため「カラ

コロ工房新活用基本構想」

をもとに施設のリノベー

ションを図る。 

●実施時期 

令和5年度～令和6年度 

松江市 【位置付け】 

新たなカラコロ工房は、昼のラ

ンチ時やナイトタイムも楽しめ

る場所としての活用や松江に馴

染みのある食材などを揃えた

「マルシェ」のような賑わい、

お茶や和菓子、陶芸などのもの

づくり体験ができる場所として

の活用などを図ることで、中心

市街地の回遊性と賑わいを創出

する役割を担っていく。 

【必要性】 

これらのことから、歴史・文化

資源を活かした観光振興・交流

の拡大につながり、「宿泊客数」

の増加に寄与するため。 

  

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

５．～８.略 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

開催日 内容 

令和６年５月３０日 松江市中心市街地活性化協議会 総会 

・３期中心市街地活性化基本計画の変更について 

・令和５年度中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

・令和５年度事業報告（案）・収支決算（案）について 

・令和６年度事業計画（案）・収支予算（案）について 

・松江市中心市街地活性化ソフト事業補助金（案）について 
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令和６年１１月１２日 松江市中心市街地活性化基本計画【４期計画】策定について 

令和６年１２月２５日 ３期中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

［３］略 

 

１０．～１２．略 

新規追加  

新規追加  

 

［３］略 

 

１０．～１２．略 

 


